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旭川市生活館条例施行規則

（趣旨）

第１条 旭川市生活館条例（昭和39年旭川市条例第45号。以下「条例」という。）の施行については，

この規則の定めるところによる。

（使用の申請）

第２条 条例第５条第１項前段の規定により旭川市生活館（以下「生活館」という。）の使用の承認を

受けようとする者は，旭川市生活館使用申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）を市長に提

出しなければならない。

２ 条例第５条第３項第３号の規定により，市長は，集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれ

のある団体の利益になると認めたときは，生活館の使用を承認しない。

３ 市長は，生活館の使用を承認したときは，旭川市生活館使用承認書（様式第２号。以下「使用承認

書」という。）を交付するものとする。

４ 使用の申請は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める日から受け付けるものとする。

(１) 全国・全道及び全市的な規模の行事に使用する場合 使用日の１年前の日が属する月の初日

(２) アイヌ関係団体，住民組織関係団体等が使用する場合 使用日の３月前の日が属する月の初日

(３) 前２号以外の場合 使用日の１月前の日が属する月の初日

５ 前項各号に規定する月の初日が休館日に当たるときは，その翌日を初日とする。

（使用の取消し等の承認）

第２条の２ 生活館の使用の承認を受けた者が条例第５条第１項後段の規定による承認を受けようとす

るときは，旭川市生活館使用取消（変更）申請書（様式第３号）に使用承認書を添えて市長に提出し，

旭川市生活館使用取消（変更）承認書（様式第４号）の交付を受けなければならない。

（暖房料）

第３条 条例別表の規定に基づき徴収する暖房料の額は，条例別表の種別及び時間区分による額の２割

に相当する額（10円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てる。）とする。

２ 暖房料の徴収期間は，11月１日から翌年の４月30日までとする。

（使用料）

第４条 条例別表に規定する市長が定める使用の目的及び使用料は，別表に定めるとおりとする。

（使用料の減免）

第５条 条例第６条の２第２項の規定による使用料の減免は，次に掲げる場合に限る。

(１) 公の機関において使用するとき。

(２) その他市長が特に必要と認めたとき。

２ 使用料の減免を受けようとする者は，申請書にその理由を具して申請しなければならない。

３ 市長は，使用料の減免について承認したときは，使用承認書に必要事項を記載し，申請者に交付す

るものとする。



（休館日）

第６条 生活館の休館日は，次のとおりとする。ただし，市長が必要と認めたときは，臨時にこれを変

更し，又は設けることがある。

(１) 毎月の最終月曜日（次号に掲げる日に当たるときは，その翌日）

(２) 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

(３) 12月30日及び31日並びに１月２日から４日まで

（使用者の遵守事項）

第７条 生活館の使用者は，次の事項を守らなければならない。

(１) 火気の取扱いに充分留意すること。

(２) 美観風致を害する行為をしないこと。

(３) 使用時間を厳守すること。

(４) その他職員の指示に従うこと。

（運営審議会）

第８条 旭川市生活館運営審議会（以下「審議会」という。）の委員の定数は，15人以内とし，生活館

活動対象地域内の次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(１) 小学校又は中学校の教員

(２) 民生委員

(３) 市民委員会の役職者

(４) 地域住民

(５) 授産関係者

(６) 女性，青年関係団体の役職者

(７) 学識経験者

２ 委員の任期は，２年とする。ただし，再任を妨げない。

３ 補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。

４ 市長は，特別の事情があるときは任期中であつても委員を解嘱することがある。

第９条 審議会に会長及び副会長１人を置き，委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は，会務を総理し，会議の議長となる。

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。

第10条 審議会の会議は，会長が招集する。

２ 審議会の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。

（委任）

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。

附 則

この規則は，公布の日から施行し，昭和39年10月20日から適用する。

附 則（昭和45年７月28日規則第32号）

この規則は，公布の日から施行する。

附 則（昭和49年１月31日規則第３号）

この規則は，公布の日から施行し，昭和48年12月24日から適用する。

附 則（平成元年３月１日規則第３号）

この規則は，公布の日から施行する。

附 則（平成元年11月17日規則第48号）

この規則は，平成元年11月18日から施行する。

附 則（平成５年10月25日規則第39号）

この規則は，平成５年11月１日から施行する。

附 則（平成７年４月10日規則第26号）

この規則は，平成７年４月15日から施行する。

附 則（平成７年５月１日規則第29号）

この規則は，平成７年５月２日から施行する。

附 則（平成８年３月29日規則第11号）

この規則は，平成８年４月１日から施行する。

附 則（平成９年11月21日規則第67号抄）

１ この規則は，平成９年12月１日から施行する。

附 則（平成10年３月30日規則第11号）



１ この規則は，平成10年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ 施行日前に承認された使用に係る使用料については，この規則による改正後の旭川市生活館条例施

行規則別表１及び別表２の規定にかかわらず，なお従前の例による。

附 則（平成12年３月31日規則第65号）

この規則は，平成12年４月１日から施行する。

附 則（平成14年３月27日規則第12号）

この規則は，平成14年４月１日から施行する。

附 則（平成17年12月15日規則第65号）

１ この規則は，公布の日から施行する。

２ この規則による改正後の旭川市生活館条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）の規定は，

平成18年４月１日以後の使用に係る使用料について適用し，同日前の使用に係る使用料については，

なお従前の例による。

３ この規則の施行の日前に承認された使用に係る使用料については，前項及び改正後の規則別表１の

規定にかかわらず，なお従前の例による。

附 則（平成20年５月１日規則第44号）

この規則は，公布の日から施行する。

附 則（平成31年２月28日規則第２号）

１ この規則は，公布の日から施行する。

２ この規則による改正後の旭川市生活館条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）別表の規定

は，平成31年４月１日以後の使用に係る使用料について適用し，同日前の使用に係る使用料について

は，なお従前の例による。

３ この規則の施行の日前に承認された使用に係る使用料については，前項及び改正後の規則別表の規

定にかかわらず，なお従前の例による。

４ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旭川市生活館条例施行規則の様式の規定に基づい

て作成されている用紙は，改正後の規則の様式の規定にかかわらず，当分の間，これを取り繕って使

用することができる。

附 則（令和元年９月13日規則第21号）

１ この規則は，公布の日から施行する。ただし，第２条第５項及び第６条各号の改正規定は，令和２

年４月１日から施行する。

２ この規則による改正後の旭川市生活館条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）別表の規定

は，令和２年４月１日以後の使用に係る使用料について適用し，同日前の使用に係る使用料について

は，なお従前の例による。

３ この規則の施行の日前に承認された使用に係る使用料については，前項及び改正後の規則別表の規

定にかかわらず，なお従前の例による。

４ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の旭川市生活館条例施行規則の様式の規定に基づい

て作成されている用紙は，改正後の規則の様式の規定にかかわらず，当分の間，これを取り繕って使

用することができる。

別表

区分 使用目的 使用料（円）

旭川市近文生活館 葬祭 3,300

旭川市民生活館 葬祭 32,600


